
１１月１２日(火)　第三回法定研修会を開催しました。
今回は２０２０年４月に施行される民法改正を踏まえて、不動産取引売買契約においてどのような点に注意すべきか、
「紛争事例からリスクを予見・調査・説得力を磨く」「信託の基礎と不動産会社のビジネスの拡大」についての２部構成で開催致しました。
会員の皆様には、今後の取引に活用いただければと思います。
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